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　モロッコ王国政府の要請に応え、日本国政府は地方村落部母性ヘルスケア改善計画(以下

“計画”と呼称する)のための基本設計調査を実施することを決定し、この調査を国際協力

事業団（以下“JICA”と呼称する）に委託した。

　JICAは、喜多悦子博士を団長とする基本設計調査団を 2001年 6月 21日より 7月 23日

までモロッコ王国に派遣した。

　現地調査及び協議を行い、両当事者は別紙に記載せし主要事項につき確認した。調査団

は調査を深め、基本設計調査報告書を作成する。

ラバトにて、2001年 7月 6日

JICA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モロッコ王国

基本設計調査団　　　　　　　　　　　　　　　　　保健省

団長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次官

喜多悦子博士　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dr.FOUAD HAMADI



1. 計画の目的
本計画は、保健医療施設の整備及び必要機材の調達を通じ、地方村落部における良質な

母性ヘルスケアの発展を目的とする。

2. 計画地域及びサイト
計画対象地域は、グルミン･エッスマラ州、メクネス･タフィラレ州、及びフェズ･ブルメ

ン州である。本計画の対象施設は、Annexe-1に記載されている 40ヶ所の保健医療施設

及び 3ヶ所の州メンテナンスショップである。これらの施設は本計画のために調査され

る。モロッコ側の最終要請内容は、調査団コンサルタントチームが出発する前に技術的

覚書によって確認される。計画実施の最終対象施設は日本国において行われる今後の分

析によって決定される。

3. 責任機関及び実施機関
3-1 責任機関は、保健省である。

3-2 実施機関は住民局であり、設備機材･維持管理局の支援を受ける。
3-3 計画の管理、実施、及びフォローにおける、関連組織の役割と責任は両当事者の覚書

のなかで明示される。

4. モロッコ政府の要請項目
両当事者による協議の結果、Annexe-2に記載された項目がモロッコ側から要請された。

JICAは、これらの項目の妥当性を検討し、認可を得るべく日本国政府に提言する。

・ 建物の建設及び設備

項目の詳細は、Annexe-2に記載されている。

・ 機材の調達

項目の詳細は、Annexe-3に記載されている。

5. 日本国無償資金協力のシステム
5-1 モロッコ側は、調査団によって説明され、Annexe-4 に記載されている日本国無償資金

協力のシステムを理解した。

5-2 モロッコ側は、日本国無償資金協力のシステムに則って、計画を円滑に実施するために

Annexe-5に記載されている必要措置を講じる。

6. 調査のスケジュール
6-1 コンサルタントチームは、2001年 7月 23日までモロッコにおいて補足調査を行う。

6-2 JICAは、フランス語にて基本設計調査報告書のドラフトを作成し、2001年 10月頃、

ドラフトの内容を説明するために調査団を派遣する。



6-3 報告書ドラフトの内容が基本的にモロッコ側によって了承されれば、JICAは最終報告

書を作成し 2002年 2月頃モロッコ政府に送付する。

7. その他の事項
7-1 ソフトコンポーネント

　モロッコ側は、日本国無償資金協力の枠組みの中で、超音波診断装置やその他の機材の

使用について、また設備機器のメンテナンスについての研修のためのソフトコンポーネン

トを要請した。

7-2 日本側は、各施設及び機材に適正な人材が確保されていることを協力対象施設及び機材

の選定基準の 1 つとすることを強調した。モロッコ側はこれを了承した。モロッコ側は基

本設計調査報告書ドラフト説明時に、現在のスタッフ及び今後配置するスタッフのリスト

を日本側に提出することを約束した。また、ドラフト説明時までに、モロッコ側は計画に

関わる施設について、その時点でのカテゴリー毎の人材、及び計画の枠内で予定される活

動に必要となるポストについての報告書を提出することを約束した。モロッコ側は、ドラ

フト説明時までに、予算案の枠内における、予定のカテゴリー毎の予算項目作成書を日本

側に知らせるものとする。また、モロッコ側は、ドラフト説明時までに、計画に必要な人

材を優先的に配置する旨の保健省のレターを日本側に提出することを約束した。

7-3 日本側は、保健医療施設へのアクセスが困難な住民をカバーすることの重要性について

強調した。モロッコ側は、日本側と同じ意見であることを表明した。モロッコ側は、日本

側に対してモバイルチームの活動に関して、計画内容、活動プログラム、及びその活動の

ための管理や研修についての計画書を、コンサルタントチームの帰国時までに提出する。

7-4 モロッコ側は、拡張及び/あるいは建設にともない必要となる既存建物の改修はモロッ

コ側の負担であることを同意した。

7-5 モロッコ側は、計画の実施にともなって生じる活動に必要な支出を予算に計上する。

7-6 血液銀行及び新生児ケアーに関する内容は本計画に含まれないものとする。

7-7 日本側は、アクセスや救急患者の移送が大きな問題であることを調査によって理解した。

モロッコ側は、日本側にこの問題を解決するための支援を要請した。
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